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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根構造体の屋根面に設置される瓦本体と、
　前記瓦本体の本体上面に形成され、屋根上設置物を固定し支持するための支持部と、
　前記瓦本体を貫通し内周面に雌ねじが形成された貫通孔部、及び、前記貫通孔部と螺合
可能な雄ねじがボルト軸の周面に形成され、前記ボルト軸の軸方向に沿って貫設され前記
瓦本体を前記屋根面に固定する固定釘を挿通可能なボルト釘孔部を備える傾斜調整ボルト
を有し、前記屋根面に対する前記瓦本体の傾斜を調整し、前記瓦本体の瓦下辺部と重ねら
れる瓦との間の空隙を形成する傾斜調整部と、
　前記瓦本体に貫設され、前記固定釘を挿通可能な複数の釘孔部と
を具備することを特徴とする支持瓦。
【請求項２】
　前記傾斜調整ボルトは、
　前記ボルト軸の軸端部が前記瓦本体の前記本体上面から突出するように前記貫通孔部に
螺合され、
　前記軸端部に設けられ、前記傾斜調整ボルトを回転させるための回転操作部をさらに具
備することを特徴とする請求項１に記載の支持瓦。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、支持瓦に関するものであり、特に、屋根上に設置される屋根上設置物を固定
し、支持するための支持瓦に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、建築物の屋根の上に太陽光発電用の太陽電池モジュール（太陽電池パネル）
、太陽光を利用して水を温める太陽熱温水器、或いは室内温度の上昇を防ぐための緑化体
等の各種機器、設備を含む屋根上設置物が設置されている。ここで、屋根上設置物は、建
築物の屋根構造体の屋根面に葺き上げられた複数枚の瓦の一部を支持瓦に交換することで
、屋根面から所定の高さを保持した状態で設置されている。このとき、使用される支持瓦
は、通常の瓦と略同一形状に形成された瓦本体と、瓦本体の瓦面の中央から突設され、屋
根上設置物と直接固定される支持部とを具備して主に構成されている。
【０００３】
　支持瓦の支持部は、瓦本体の本体上面から上方に向かって突設した形状であり、太陽電
池モジュール等の屋根上設置物と屋根面との間は、所定の間隔だけ離間していることが多
い。ここで、一般的な支持瓦の場合、前後及び左右に配された通常の瓦との重ね合わせ、
及び屋根上設置物の重量によって屋根面の所定位置に留まることができるため特に問題を
生ずることがない。しかしながら、台風等の強風が発生した場合、上述した屋根上設置物
と屋根面との間に風のながれが侵入し、かつ太陽電池モジュールのように平板状の設置物
は係る強風による影響を受けやすい可能性があった。すなわち、台風等の強風によって、
平板状の太陽電池モジュール等にモジュール底面から上方に向かう力が発生し、太陽電池
モジュール自体を持ち上げようとする力が生じることがある。このとき、支持瓦は通常の
瓦と同様に屋根面に葺き上げられているものであり、支持瓦と屋根構造体とを強く固定し
て支持することを想定していなかった。そのため、上記力を受けた太陽電池モジュールは
、支持瓦とともに浮き上がり、屋根上設置物自体の設置位置がずれたり、或いは屋根上設
置物が衝撃等によって破損する可能性があった。この問題を解決するため、支持瓦と屋根
構造体とを固定釘等の固定手段を利用して強固に固定する対策が講じられている（特許文
献１及び特許文献２参照）。
【０００４】
　ここで、支持瓦は屋根構造体の屋根面に通常の瓦と同様に互いに重ね合わせながら葺き
上げられている。そのため、支持瓦の上方位置及び下方位置では、通常の瓦（陶器製の瓦
）と一部が重なっている。具体的に説明すると、支持瓦の瓦上端は、上方に位置する通常
の瓦の瓦下端が上方から重ねられており、一方、支持瓦の瓦下端は、下方に位置する通常
の瓦の瓦上端の上に載っている。これにより、屋根面の傾斜に沿って支持瓦が葺き上げら
れている。このとき、支持瓦は主に金属製素材で形成されているものの、上下方向に配置
される通常の瓦は陶器製のものである。そのため、支持瓦の下端（瓦本体の瓦下辺部）が
通常の瓦と接すると、重量物の屋根上設置物の荷重が陶器製の瓦に伝わり、破損すること
がある。そのため、支持瓦の下端と通常の瓦の瓦表面の間は数ｍｍ程度の空隙を設けるた
めの作業が必要となる。具体的には、具体的には、支持瓦及び屋根面の間に先端がくさび
形状に形成された高さ調整部材を支持瓦の左右方向から挿入し、くさび形状の傾斜に沿っ
て支持瓦の傾きを調整することが行われる。なお、上述したように支持瓦の瓦上端は上方
位置にある通常の瓦が重ねられているため、係る瓦上端を軸として瓦本体を上方に跳ね上
げる方向に、換言すれば、瓦下端が屋根面から離間する方向に変化させることになる。そ
の結果、支持瓦の瓦本体の傾き（傾斜角度）を変化させることにより、下方に位置する瓦
と支持瓦の下端が当接することを防ぐことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した支持瓦の屋根構造体に対する設置は、下記に掲げる問題点を生
じる可能性があった。すなわち、支持瓦の傾斜を調整する場合、上記のくさび形状の高さ
調整部材を支持瓦の左右方向から挿入する必要があり、係る傾斜調整の作業に多くの労力
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を要することがあった。特に、屋根上設置物は、太陽電池モジュールや太陽熱温水器等の
比較的大型、かつ重量部津であることが多く、屋根構造体の屋根面を広く覆うことがあっ
た。そのため、屋根上設置物を設置するための支持瓦も複数必要となり、それぞれの設置
場所で通常の瓦を支持瓦に交換し、各交換位置で支持瓦の高さ調整を行う煩雑な作業が必
要があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記実情に鑑み、支持瓦の作業を簡略化し、特に、支持瓦及び通常
の瓦の間の空隙の調整を容易に行うことができる支持瓦の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の支持瓦は、「屋根構造体の屋根面に設置される瓦本
体と、前記瓦本体の本体上面に形成され、屋根上設置物を固定し支持するための支持部と
、前記瓦本体を貫通し内周面に雌ねじが形成された貫通孔部、及び、前記貫通孔部と螺合
可能な雄ねじがボルト軸の周面に形成され、前記ボルト軸の軸方向に沿って貫設され前記
瓦本体を前記屋根面に固定する固定釘を挿通可能なボルト釘孔部を備える傾斜調整ボルト
を有し、前記屋根面に対する前記瓦本体の傾斜を調整し、前記瓦本体の瓦下辺部と重ねら
れる瓦との間の空隙を形成する傾斜調整部と、前記瓦本体に貫設され、前記固定釘を挿通
可能な複数の釘孔部と」を具備して主に構成されている。
【０００８】
　ここで、屋根構造体とは、屋根上設置物（詳細は後述）が設置される建築物の屋根部分
に相当する部材であり、例えば、上記屋根材を支持する「垂木」、「野地板」、「垂木上
に架設された横桟」、及び「母屋」等の建築構造部材とを総称するものである。すなわち
、本発明の支持瓦は、建築構造部材のいずれかに設置されるものであれば構わない。ここ
で、屋根構造体には複数の瓦（陶器製、コンクリート製、カラーベスト等）が互いに一部
同士を重ね合わせるようにして葺き上げられており、本発明の支持瓦はその一部を交換し
て設置されている。一方、屋根上設置物とは、太陽電池モジュール（太陽電池パネル）や
太陽熱温水器等の屋根面の上に設置される構造物であり、支持瓦の支持部を介して支持さ
れるものであればよい。これらの通常の瓦は、荷重を加えられることにより、容易に破断
や破損する性質を有している。
【０００９】
　瓦本体は、通常の瓦と同様に略矩形状を呈するものであり、周囲に葺き上げられた瓦に
合わせて平板瓦や桟瓦とほとんど同じ形状で形成されている。一方、瓦本体の本体上面に
は、本体上面から突設した一対の立設部等を備える支持部が設けられている。ここで、瓦
本体及び支持部は、金属製素材等の硬質素材により一体的に主に形成されている。なお、
金属製素材以外でも、例えば、繊維強化プラスチック等を利用するものであっても構わな
い。しかしながら、屋根上設置物と直に接続され固定して支持する支持部は、屋根上設置
物の荷重に抗する強度を有するため、金属製素材の使用が特に好適である。また、傾斜調
整部の貫通孔部の位置は、特に限定されないが、屋根面に葺き上げられた支持瓦の中心線
を通り、かつ瓦本体のほぼ中央部に設けられた支持部よりも下側の位置に設けられること
が一般的である。これにより、瓦上端を軸とした支持瓦の傾斜角度の変位量を大きくし、
かつ安定したものとすることができる。ここで、傾斜調整ボルトは、一般に雄ねじの形成
されたボルト軸と、ボルト軸の一端側に六角柱状のボルト頭部が設けられたものである。
【００１０】
　そして、ボルト軸の他端（ボルト頭部の反対側）を貫通孔部に瓦本体の本体上面側から
挿込み、回転によって雌ねじと螺合させることにより、螺合推進力によってボルト軸の他
端が瓦本体の本体裏面から突出し、螺合を継続することでボルト軸の突出量が徐々に大き
くなる。これにより、屋根面とボルト軸の他端とが当接することにより、瓦本体を跳ね上
げるような力が作用する。なお、瓦本体と屋根面との間に平板状のスペーサ部材を設け、
ボルト軸部を当該スペーサ部材と当接させることで、前述と同様の作用効果を生じさせる
ものであっても構わない。瓦本体の傾斜を調整した後、支持瓦を屋根面に対して固定する
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固定釘を複数貫設された釘孔部に挿し込み、固定釘の先端が屋根構造体またはスペーサ部
材に刺さるように釘打ちをする。これにより、支持瓦が屋根構造体に強固に固定される。
【００１１】
　したがって、本発明の支持瓦によれば、瓦本体に貫設された貫通孔部及び傾斜調整ボル
トを有する傾斜調整部によって、屋根面に対する支持瓦の傾斜を調整することが可能とな
り、係る傾斜の変化によって支持瓦の下方に位置する通常の瓦との間に空隙を生じさせる
ことができる。特に、傾斜調整ボルトの回転に応じて瓦本体から下方に突出したボルト軸
の長さを調整することができるため、従来のくさび型の高さ調整部材に比べ空隙量の細か
い設定が可能となる。また、従来は必要であった支持瓦の左右に位置する通常の瓦の取り
外し、及び取付作業を不要化することが可能となる。
【００１２】
　また、支持瓦の固定に使用される固定釘の一部が、傾斜調整ボルトのボルト軸の軸方向
に沿って穿設されたボルト釘孔部に挿込まれ、支持瓦の固定に寄与することになる。これ
により、瓦本体に貫設する釘孔部の数を減らし、傾斜調整用の貫通孔部と一つの釘孔部の
機能を共用化することが可能となる。特に、貫通孔部は、前述したように、瓦本体の中心
線に沿った位置に設けられるため、係る箇所を固定釘で固定することは支持瓦の固定をさ
らに安定したものとすることができる。
【００１３】
　さらに、本発明の支持瓦は、上記構成に加え、「前記傾斜調整ボルトは、前記ボルト軸
の軸端部が前記瓦本体の前記本体上面から突出するように前記貫通孔部に螺合され、前記
軸端部に設けられ、前記傾斜調整ボルトを回転させるための回転操作部」を具備するもの
であっても構わない。
【００１４】
　したがって、本発明の支持瓦によれば、傾斜調整ボルトの軸端部が瓦本体の本体上面か
ら突出するように、換言すれば、ボルト頭部が瓦本体及び屋根面の間に介在している。こ
れにより、本体上面にボルト頭部が露出することがない。しかしながら、ボルト頭部は、
貫通孔部に対し傾斜調整ボルトによって螺合推進力を発生させるため、レンチ等で挟み込
んで回転させるために必要な構成であり、上記状況では傾斜調整ボルトの回転ができなく
なる。係る状況を回避するため、傾斜調整ボルトのボルト軸の軸端部には、傾斜調整ボル
トを回転させるための回転操作部が形成されている。これにより、支持瓦を屋根面にセッ
トした状態で傾斜調整ボルトを回転させることができる。ここで、回転操作部とは、例え
ば、軸端部に六角形状の六角孔部或いは直線状の溝を設けたものである。すなわち、従来
から周知の六角レンチやマイナスドライバーを利用することで、傾斜調整ボルトの回転を
可能にするものであれば構わない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態の支持瓦の構成を示す分解斜視図である。
【図２】支持瓦を屋根構造体の屋根面に取付けた状態を示す側方から視た断面図である。
【図３】支持瓦の構成を示す平面図である。
【図４】支持瓦の傾斜調整ボルトの別例構成を示す正面から視た断面図である。
【図５】傾斜調整ボルトの別例構成を示す（ａ）斜視図、及び軸端部の形状を示す（ｂ）
平面図である。
【図６】傾斜調整ボルトの別例構成を示す（ａ）斜視図、及び軸端部の形状を示す（ｂ）
平面図である。
【図７】支持瓦の別例構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本実施形態の支持瓦１の構成について、主に図１乃至図６に基づいて説明する。
ここで、図１は本実施形態の支持瓦１の構成を示す分解斜視図であり、図２は支持瓦１を
屋根構造体２の屋根面３に取付た状態を示す側方から視た断面図であり、図３は支持瓦１
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の構成を示す平面図であり、図４は支持瓦１の傾斜調整ボルト７ａの別例構成を示す正面
から視た断面図であり、図５及び図６は傾斜調整ボルト７ｂ，７ｃの別例構成を示す（ａ
）斜視図、及び（ｂ）平面図である。ここで、本実施形態の支持瓦１は、建築物の屋根構
造体２の傾斜した屋根面３に設置されるものであり、通常の瓦Ｋが規則正しく屋根面３に
葺き上がられた中の一部を支持瓦１に交換したものである。なお、本実施形態の支持瓦１
は、屋根面３の上に設置される太陽電池モジュール（屋根上設置物に相当（図示しない）
）を固定して支持するものであり、屋根面３に複数の支持瓦１が所定の間隔で配設されて
いるものについて例示するものとする。なお、説明を簡略化するため、一の支持瓦１に着
目し以下に説明を行うものとする。
【００１７】
　本実施形態の支持瓦１は、図１乃至図３等に主に示されるように、金属製の瓦本体４と
、瓦本体４の本体上面４ａから上方に向かって突設され、瓦本体４と一体的に形成された
支持部５と、支持部５の取付位置に近接して設けられた貫通孔部６及び貫通孔部６と螺合
可能な傾斜調整ボルト７を有する傾斜調整部８と、支持部５を挟んで貫通孔部６と相対す
る位置に左右対称に設けられた一対の釘孔部９とを具備して主に構成されている。
【００１８】
　さらに各構成について詳述すると、瓦本体４は、屋根面３に葺き上げられる複数の通常
の瓦Ｋ（陶器製の瓦に相当）と略同一の形状を模して構成され、本体上面４ａで支持部５
が突設された略平板状の本体部１０と、本体部１０の下端の瓦下端部１０ａから下方に向
かって直交方向に曲折された瓦下辺部１１と、本体部１０の上端の瓦上端部１０ｂから上
方及び下方に向かって直交方向にそれぞれ延設された瓦上辺部１２と、本体部１０の一方
の側端に設けられ、互いに隣接し上方から重ねられた通常の瓦Ｋの側部（図示しない）を
支持する瓦側辺部１３とを具備し、金属製素材によって一体的に形成されている。また、
本体部１０の瓦上端部１０ｂの近傍には、屋根構造体２の横方向（水平方向）に沿って形
成された桟木１４の位置に対応して釘打ちが可能な桟木用孔部１５が本体部１０（瓦本体
４）を貫通して設けられている。
【００１９】
　一方、瓦本体４の本体上面４ａの略中央位置から突設された支持部５は、側方から視る
と断面コの字形状を呈し、開口部１６が上方に位置するように設置されている。ここで、
本体上面４ａから垂設され互いに離間した一対の支持脚部１７ａ，１７ｂは、本体上面４
ａに沿った連結部２３を介して連結されている。係る支持部５により、屋根上設置物を各
種固定部材（図示しない）を介して接続し支持脚部１７ａ，１７ｂの間で挟んで、固定す
ることができる。支持部５の構成は、周知のため、ここでは詳細な説明は省略するものと
する。
【００２０】
　傾斜調整部８は、前述したように、貫通孔部６及び傾斜調整ボルト７を組合わせて構築
されている。ここで、貫通孔部６は、瓦本体４の本体部１０の中央部よりやや下方位置で
あり、瓦本体４の中心線に沿った位置に本体上面４ａ及び本体下面４ｂを貫通して形成さ
れている。すなわち、本体上面４ａに設けられた支持部５よりも僅かに下位置に設けられ
ている。円形状の貫通孔部６は、その内周面に所定のピッチで形成された雌ねじが設けら
れている。一方、傾斜調整ボルト７は、六角柱形状のボルト頭部１８と、ボルト頭部１８
から突設された長棒状のボルト軸１９とを具備して構成されている。ここで、ボルト軸１
９の軸周面には貫通孔部６の雌ねじに螺合可能な雄ねじが形成されている。これにより、
貫通孔部６にボルト軸１９の軸端部２０を挿し込んで回転させることにより、貫通孔部６
に沿ってボルト軸１９が回転し、螺合推進力が発生することになる。
【００２１】
　さらに、上記傾斜調整ボルト７には、ボルト頭部１８及びボルト軸１９をボルト軸方向
に沿って貫通したボルト釘孔部２１が設けられている（図２等参照）。これにより、支持
瓦１を屋根構造体２に固定する際の固定釘２２を当該ボルト釘孔部２１に挿し込むことが
できる。
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【００２２】
　加えて、瓦本体４は、支持部５の設けられた本体部１０の中央から瓦上端側に移動した
位置に、瓦本体４の中心線から互いに左右方向にそれぞれ離間した一対の釘孔部９が本体
上面４ａ及び本体下面４ｂを貫通するように設けられている。ここで、釘孔部９及び先に
述べた傾斜調整部８の貫通孔部６は、本体上面４ａから僅かに突出し、側方視で断面略台
形状となる固定釘２２の釘頭２４と当接する当接受部２５が設けられている。さらに、釘
孔部９及び前述したボルト釘孔部２１に挿通可能な固定釘２２は、釘孔部９等よりも広径
の釘頭２４と、釘頭２４から延設され、先端が尖鋭状に形成された長軸状の釘軸２６とを
具備して構成され、尖鋭状の釘軸２６の先端から略中央付近まで、螺旋状に形成されたね
じ山部２７が形成されている。
【００２３】
　さらに、本実施形態の支持瓦１は、屋根構造体２の屋根面３に当該支持瓦１を設置する
際に、貫通孔部６の設けられた本体下面４ｂと、相対する屋根面３との間に平板状のスペ
ーサ部材２８が介設されている。係るスペーサ部材２８は、傾斜調整部８によって支持瓦
１（瓦本体４）の傾斜を変化させるため、傾斜調整ボルト７のボルト軸１９の軸長さと支
持瓦１の瓦本体４と屋根面３との間の距離を考慮して設けられたものである。したがって
、傾斜調整ボルト７のボルト軸１９が著しく長いものを使用する必要がない。
【００２４】
　次に、本実施形態の支持瓦１を利用した、屋根構造体２の屋根面３に対する設置方法の
例について説明する。始めに、従来の支持瓦と同様に、支持瓦１を取付ける位置に相当し
交換の対象となる通常の瓦（図示しない）を屋根面３から取り外す。このとき、交換対象
の通常の瓦の左右に位置する瓦を合わせて取り外して上記スペーサ部材２８を設ける。そ
して、通常の瓦Ｋの取り外しによって空いたスペースに本実施形態の支持瓦１を設置する
。
【００２５】
　具体的に説明すると、通常の瓦Ｋが取り外された場所に、支持瓦１（瓦本体４及び支持
部５に相当）の瓦上端が、上方に位置する通常の瓦Ｋの瓦下端の下になるように、支持瓦
１及び通常の瓦Ｋを重ね合わせる。ここで、瓦本体４の本体部１０の瓦上端部１０ｂは、
先に述べた屋根構造体２の一部構成をなす桟木１４の上に載置される。さらに、瓦上辺部
１すなわち、瓦上端部１０ｂは、通常の瓦Ｋ及び桟木１４の間に挟まれた状態となる（図
２参照）。このとき、瓦本体４の瓦上辺部１２によって通常の瓦Ｋとの間の位置がずれる
ことなく安定した状態に保持される。
【００２６】
　一方、瓦本体４の下側の瓦下辺部１１は、下方に位置する通常の瓦Ｋの瓦面と当接して
いる。さらに、瓦本体４の側方（図３における紙面左方向）に設けられた瓦側辺部１３は
、隣接する通常の瓦Ｋの側部（図示しない）が載せられている。一方、瓦本体４の反対側
の側方（図３における紙面右方向）は、隣接する通常の瓦Ｋの上に重ねられている。これ
により、上下及び左右に位置する通常の瓦Ｋの間に瓦本体４が設置される。このとき、瓦
本体４自体は単に屋根面３に載置されたに過ぎず、何ら固定手段を介して固定されていな
い。そして、支持部５の下方位置に貫設された貫通孔部６に傾斜調整ボルト７のボルト軸
１９の軸端部２０を挿込み、係る状態でボルト頭部１８を時計方向に回転させる。これに
より、ボルト軸１９の雄ねじと貫通孔部６の雌ねじが螺合する。そして、回転を継続する
ことにより、ボルト軸１９の軸端部２０が徐々に下方に移動する。その後、瓦本体４と屋
根面３との間に介設されたスペーサ部材２８のスペーサ面２８ａに軸端部２０が到着する
。この状態で、さらにボルト頭部１８を回転させてもスペーサ部材２８によって軸端部２
０がさらに下方に移動する動きは規制される。その結果、ボルト軸１９と螺合した貫通孔
部６を介して瓦本体４が上方に向かって移動する力が作用する（図２における矢印Ａ参照
）。ここで、瓦本体４は、傾斜した屋根面３に沿って設置され、さらに瓦上端部１０ｂが
上方位置の通常の瓦Ｋ及び屋根構造体２の桟木１４の間に挟まれている。そのため、係る
部位を軸として、瓦本体４の瓦下端部１０ａ側が浮き上がるようになる。その結果、屋根
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面３に対する瓦本体４（支持瓦１）の傾斜角度を変化させることができる（図２における
θ参照）。これに伴い、瓦本体４の下方に位置する瓦下辺部１１と通常の瓦Ｋの間に空隙
が生じ（図２における破線円中の矢印Ｂ参照）、支持瓦１と通常の瓦Ｋとが直に接触する
ことがない。その結果、支持瓦１によって支持される屋根上設置物の荷重が、陶器製の通
常の瓦Ｋに加わることがなく、通常の瓦Ｋの破損を防ぐことができる。なお、支持瓦１の
傾斜角度、すなわち、支持瓦１の瓦下辺部１１と通常の瓦Ｋとの間の空隙量は、傾斜調整
ボルト７の貫通孔部６に対する回転に応じて任意に変化させることができ、詳細な設定が
可能となる。
【００２７】
　空隙の調整が完了した後、瓦本体４に貫設された一対の釘孔部９及び傾斜調整ボルト７
のボルト釘孔部２１のそれぞれに、固定釘２２を挿し込み、先端のねじ山部２７が屋根構
造体２に到達するまでねじ固定する。なお、ボルト釘孔部２１に挿し込まれた固定釘２２
は、傾斜調整ボルト７の軸端部２０が当接するスペーサ部材２８を貫通し、屋根構造体７
まで到達するようにして固定されている。また、図２等において図示しないが、瓦上端部
１０ｂが載置された桟木１４に対向する位置に設けられた桟木用孔部１５にも同様に固定
釘２２による固定が行われる。その結果、支持瓦１が屋根構造体２に強固に固定されたこ
とになる。
【００２８】
　以上説明したように、本実施形態の支持瓦１を使用することで、設置する屋根構造体２
の屋根面３に対する傾斜を所定の範囲で任意に変化させることができ、支持瓦１の下方に
位置する通常の瓦Ｋとの間に予め規定した量の空隙（矢印Ｂ参照）を形成することができ
る。特に、本実施形態の支持瓦１の場合、傾斜調整部８の傾斜調整ボルト７及び貫通孔部
６の間の螺合推進力を利用することで、瓦本体４の瓦下端部１０ａを上方に浮き上がらせ
ることができ、空隙量の微調整を容易に行うことができる。そのため、従来のように、左
右に位置する通常の瓦Ｋを取り外し、かつ再び元の状態に戻す作業を省略することができ
、作業時間を大幅に短縮することができる。さらに、傾斜調整ボルト７の貫通孔部６に対
する回転量に応じて傾斜角度を精細に調整することができ、従来のくさび形状の高さ調整
部材を用いるものよりも精度の高い調整を短時間で行うことができる。
【００２９】
　加えて、傾斜調整ボルト７に固定釘２２の挿通可能なボルト釘孔部２１を貫設すること
で、支持瓦１を固定するための釘孔部９を共用化し、釘孔部９を設ける作業を省力化する
ことができる。さらに、支持瓦１の美観を損なうことがない。さらに、屋根上設置物を設
置した後に、空隙の微調整が必要となる場合であっても、従来に比べて作業量及び作業時
間を大幅に削減することができる。
【００３０】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【００３１】
　すなわち、本実施形態の支持瓦１において、傾斜調整ボルト７のボルト頭部１８が瓦本
体４の本体上面４ａに露出するものを示したが、これに限定されるものではなく、例えば
、図４に示すように、ボルト頭部１８ａを瓦本体４及びスペーサ部材２８の間に介在させ
るものであっても構わない。この場合、傾斜調整ボルト７ａの回転によって、ボルト頭部
１８ａの位置が下方に移動し、スペーサ部材２８と当接することになる。特に、支持瓦１
を固定するための固定釘２２の高さ位置を揃えることができるため、支持瓦１の設置状態
における美観を向上させることができる。
【００３２】
　ここで、上記構成の場合、ボルト軸１９ａの軸端部に何ら処理が施されていないと、傾
斜調整ボルト７ａを貫通孔部６に対して回転させることができない。そこで、例えば、図
５及び図６に示すように、軸端部２０ｂ，２０ｃの表面に六角形状の六角孔部２９や直線
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により、既存の六角レンチやマイナスドライバー等の周知の工具を利用して傾斜調整ボル
ト７ｂ，７ｃを貫通孔部６に螺合されたボルト軸１９ｂ，１９ｃに沿って回転させること
ができる。ここで、六角孔部２９や溝３０が本発明における回転操作部に相当する。
【００３３】
　さらに、本実施形態の支持瓦１において、図１乃至図３等に示すように、三本の固定釘
２２を利用して支持瓦１を屋根構造体２に固定するものを示したが、これに限定されるも
のではなく、例えば、図７に示すように、支持部５の周囲に四つの釘孔部９を設け、四本
の固定釘２２を利用する支持瓦１ａを構成するものであってもよい。係る場合、図１等に
おいて示した傾斜調整ボルト７の長さ方向にボルト釘孔部２１を形成する必要がなく、四
つの釘孔部９に挿通された四本の固定釘２２によって、支持瓦１を屋根構造体２の屋根面
３に確実に固定することができる。なお、図７の別例構成の支持瓦１ａにおいて、本実施
形態の支持瓦１と同一の構成については同一番号を付し、詳細な説明は省略するものとす
る。
【符号の説明】
【００３４】
　１　支持瓦
　２　屋根構造体
　３　屋根面
　４　瓦本体
　４ａ　本体上面
　４ｂ　本体下面
　５　支持部
　６　貫通孔部（傾斜調整部）
　７，７ａ，７ｂ，７ｃ　傾斜調整ボルト（傾斜調整部）
　８　傾斜調整部
　９　釘孔部
　１０　本体部
　１０ａ　瓦下端部
　１０ｂ　瓦上端部
　１７ａ，１７ｂ　支持脚部
　１８，１８ａ，１８ｂ，１８ｃ　ボルト頭部
　１９，１９ａ，１９ｂ，１９ｃ　ボルト軸
　２０　軸端部
　２１　ボルト釘孔部
　２２　固定釘
　２７　ねじ山部
　２９　六角孔部（回転操作部）
　３０　溝部（回転操作部）
　Ｋ　通常の瓦（陶器製の瓦）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３５】
【特許文献１】特許第３４５０１２３号公報
【特許文献２】特許第３１９０５５９号公報
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